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参考資料

１．我が国の現状について



合計特殊出生率及び出生数の年次推移

（資料出所）国立社会保障・人口問題研究所 日本の将来推計人口より抜粋 2

50万人

72.5万人

34.4万人

我が国においては、人口減少・少子高齢化が進行しており、特に少子化が進んでいる。



日本の人口は近年減少局面を迎えている。2070年には総人口が9,000万人を割り込み、高齢化率は39％の水準になると推計されている。

日本の人口の推移➀
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令和５年推計値
（日本の将来推計人口）

実績値
（国勢調査等）
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15歳未満人口

65歳以上人口

2020年生産年齢人口
7,292万人

2020年15歳未満人口
1,496万人

2020年総人口
12,615万人

2040年総人口
11,284万人

2070年総人口
8,700万人

2020年までの人口は総務省「国勢調査」、合計特殊出生率は厚生労働省「人口動態統計」、
2025年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（令和５年推計）」（出生中位（死亡中位）推計）

（資料出所）2023年度第１回雇用政策研究会 資料より政策統括官付政策統括室にて作成

（年）

1990年15歳未満人口
2,249万人

1990年生産年齢人口
8,590万人

2050年生産年齢人口
5,540万人

2050年15歳未満人口
1,041万人



日本の人口の推移②
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今後労働人口が減少し、慢性的な人手不足が続くことが予想される。

(資料出所）国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（令和5年推計）」をもとに厚生労働省政策統括官付政策統括室にて作成



生産年齢人口の減少率（地域別）

（資料出所）国立社会保障・人口問題研究所 人口統計資料集(2022)をもとに厚生労働省政策統括官付政策統括室にて作成
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東北：青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島 中部：新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡

中国・四国：鳥取、島根、広島、岡山、山口、愛媛、香川、徳島、高知 九州：福岡、佐賀、大分、宮崎、熊本、鹿児島、長崎、沖縄
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生産年齢人口においては、東京都を除く道府県で減少しており、都市部に比べて地方の減少率が大きくなっている。



人口ベース及び就業者ベースで見たときの地方に占める割合
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地方は、人口ベース、就業者数ベースの双方で日本全体の６割弱を占めている。

地方

大都市圏, 

地域別で見たときの人口割合

42.8％ 57.2％

地方

大都市圏

地域別で見たときの就業者割合

（資料出所）内閣府 県民経済計算（令和３年度）をもとに厚生労働省政策統括官付政策統括室にて作成

43.4％ 56.6％



雇用者報酬（名目）について
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所得については、全国平均で雇用者報酬、一人当たり所得ともに名目では増加している。一方で、都道府県別の雇用者報酬については、

最も減少している順に香川県、秋田県、岐阜県となっており、地方によっては上昇率が弱いところもある。
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（資料出所）内閣府 県民経済計算（令和３年度）をもとに厚生労働省政策統括官付政策統括室にて作成
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現在の雇用情勢について
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現在の雇用情勢は、求人が底堅く推移しており、緩やかに持ち直している。物価上昇等が雇用に与える影響に留意する必要がある。

（資料出所）職業安定局 雇用政策研究会報告書 資料より抜粋



我が国における中小企業で働く従業者数の割合

（資料出所）総務省 令和３年経済センサス・活動調査をもとに政策統括室にて作成 9

企業規模別にみると、日本全体では、中小企業で働く従業員数は約７割を占めている。地方をみた場合、地方全体の従業員数のうち中小

企業で働く従業員数は約８割を占めている。
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※地方（東京都、神奈川県、埼玉県、愛知県、大阪府、兵庫県以外の道県）



産業別・企業規模別にみた雇用人員判断D.I.の推移

（資料出所）令和６年版 労働経済の分析より抜粋 10

感染拡大前から続く人手不足感は、感染拡大の影響により2020年前半は全ての産業で弱まったものの、2021年12月に全ての産業が「不

足」超で推移しており、中小企業の人手不足感がより強い傾向がみられる。



地域別・企業規模別でみた人手不足D. I .の動向

（資料出所）令和元年版 労働経済の分析より抜粋
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中小企業を中心に、地方圏の人手不足D.Iの水準が、三大都市圏の同水準を上回って推移している傾向が確認された。また、正社員に対す
る人手不足感は、地方圏で相対的に高まっている。



地域別の有効求人倍率
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地域別では、いずれの地域も１倍を上回っているものの、各地域間で差がある。

厚生労働省 一般職業紹介状況をもとに政策統括官付政策統括室にて作成



中小企業におけるDX課題
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DX人材については、「対応できる人材がいない」と回答している企業が約半数という民間調査の結果もあるなど労働需要が労働供給を大
きく上回っている。

（資料出所）帝国データバンク（2022年)より抜粋



総労働時間等の推移
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2023年と1990年の労働力供給量を総労働時間（就業者数✕労働時間）でみると、2023年の総労働時間は就業者数が増加したものの、週

当たり労働時間は減少したことにより、1990年の総労働時間より少ない水準。

（資料出所）令和６年版労働経済の分析より抜粋



労働力需給のギャップについて
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2017年以降、総じて労働力供給量（マンアワーベース）が労働力需要を下回っており、人手不足の産業・職業の範囲が広がっている。

（資料出所）令和６年版 労働経済の分析より抜粋



労働力人口等の推移
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雇用者数は、1990年と比較して、正規雇用労働者も含め増加しているが、高齢者の雇用者が増加していることから、短時間労働者の割合
も増加している。

正規雇用者数・非正規雇用者数の推移

（２）パートタイム労働者比率の推移

（資料出所）（１）は総務省統計局「労働力調査（基本集計）」、（２）は厚生労働省「毎月勤労統計調査」、（３）は総務
省統計局「労働力調査（詳細集計）」及び「労働力調査特別調査」をもとに、厚生労働省政策統括官付政策統括室にて作成

（３）65歳以上正規非正規別雇用者数の推移

（１）我が国の就業率の推移



女性の労働参加の状況について（概況①）
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女性の雇用者についてみると、正社員は若年層を中心に増加しているものの、30歳代で正社員比率が大きく減少するなどL字カーブの現
象がみられる。
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（１）女性の年齢階級別就業率と年齢階級別正規雇用比率
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（資料出所）総務省「労働力調査（基本集計）」（令和５年）をもとに、厚生労働省政策統括室にて作成



女性の労働参加の状況について（概況②）
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40歳以降男女では賃金差が特に見られ、女性の標準労働者の割合も低下している。

（３）男女別年齢別標準労働者の割合（1,000人以上）

（資料出所）令和６年版労働経済白書より抜粋

（注）（３）は企業規模1,000以上に限ったデータ。（資料出所）厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査の概況」 より抜粋



「就業希望はあるが求職していない無業者」と「無業の求職者」について

19（資料出所）厚生労働省「令和６年版労働経済白書」より抜粋

「就業希望はあるが求職していない無業者」と「無業の求職者」を合わせると約800万人となる。求職していない理由をみると「病気・
けが・高齢のため」の者もいるが、59歳以下の女性では「出産・育児・介護・看護のため」が多い。



現職を選択した理由別にみた非正規雇用労働者の推移

現職を選択した理由別にみた非正規雇用労働者数の推移
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資料出所 総務省統計局「労働力調査（詳細集計）」をもとに厚生労働省政策統括官付政策統括室にて作成
（注） １）非正規雇用労働者のうち、現職の雇用形態についている主な理由の内訳を示したもの。

２）「不本意非正規雇用労働者」とは、現職の雇用形態（非正規雇用労働者）についた主な理由が「正規の職員・従業員の仕事がないから」と回答した者
としている。

３）時系列接続を行うために、2019～2021年までは、2020年国勢調査基準人口のベンチマーク人口に基づいた数値を使用。

非正規雇用労働者を選択した理由をみると、2023年では「自分の都合のよい時間で働きたいから」が712万人(35％)、「家計の補助・学
費等 を得たいから」が376万人（18％）、「家事・育児・介護等と両立しやすいから」が229万人（11％）等となっている。そのうち、
「家事・育児・介護等と両立しやすいから」を選択した者については、９割以上が女性である

これらの者については、柔軟な働き方の推進や、家事・育児・介護等のサポートが充実すれば、正規社員として働く可能性がある。
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若年層が就職先に求めるもの

21

在宅勤務やリモートワーク、ワーケーションなどの柔軟働き方に対する意識が高くなっている。

ザイマックス総研「首都圏就活生の企業選びに関する意識調査2024」より抜粋



子育て世代におけるテレワークの需要について

22
（資料出所）内閣府「令和５年版 男女共同参画白書」より抜粋

子育て世代（35歳～44歳の女性）はテレワークを活用し、テレワークにより浮いた時間（通勤時間等）を育児時間に充てている可能性が
ある。



就業者数は、一人当たりゼロ成長・労働参加現状では、2040年に5,768万人と減少すると見込まれるが、成長実現・労働参加進展では、
2030年に6,858万人に増加した後、2040年に6,734万人と減少し、2022年と概ね同水準となる見込み。成長実現シナリオでは、女性やシニ
ア世代の労働力率が引き続き上昇することを見込んでおり、全体に占める女性及び60歳以上の就業者数が2022年と比較して2040年には上

昇するなど、労働参加の状況は更に多様なものとなることが想定されている。

経済成長と労働需給の関係

23

2040年2035年2030年2025年2022年成長実現シナリオ
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全就業者に占める

女性の割合
（％）

31.228.824.922.521.7
全就業者に占める
60歳以上の割合

（％）
年 年 年 年 年

成長実現・労働参加進展シナリオ

成長率ベースライン・労働参加漸進シナリオ

一人当たりゼロ成長・労働参加現状シナリオ

成長実現・労働参加進展シナリオ

成長率ベースライン・労働参加漸進シナリオ

一人当たりゼロ成長・労働参加現状シナリオ

6,734万人

5,768万人

6,375万人

（資料出所） 独 労働政策研究・研修機構「 年度版労働力需給の推計 労働力需給モデルによるシミュレーション 」より作成
※「成長実現・労働参加進展シナリオ」での実質経済成長率は、 年約 ％まで上昇後、 年約 ％。その後は足許（ 年）の成長率に人口減少の影響分を加味。
「成長率ベースライン・労働参加漸進シナリオ」での実質経済成長率は、 年約 ％まで緩やかに低下。その後は足許（ 年）の成長率に人口減少の影響分を加味。
「一人当たりゼロ成長・労働参加現状シナリオ」は総人口一人当たりの実質経済成長率がゼロとなる経済状況を想定し、労働参加が現状（ 年）から進まないシナリオ。
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（資料出所）厚生労働省 雇用動向調査より政策統括官付政策統括室にて作成

入職経路別入職者数の推移について

24

厚生労働省「雇用動向調査」による入職経路別の入職者数をみると、平成初期には「縁故」が最も多くなっていたが、令和５年度では、

広告、縁故、職業安定所経路の順で入職が多くなっており、雇用仲介機関を経由した入職が増えている。

（注1）職業安定所については、「ハローワークインターネットサービス又はしごと情報ネットを見て応募」（平成19年から平成28年まで）経路で入職した人数を含む。
（注2）職業安定所については、「ハローサークインターネットサービス」（平成29年以降）経路で入職した人数を含む。
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参考資料

人手不足要因①

人口構造の変化による人手不足



「2 0～2 4歳」における都道府県別転出超過数

26（資料出所）文部科学省「地域社会の現状・課題と将来予測の共有について」より抜粋

若年人口が減少している中で、三大都市圏を中心に20～24歳の若い世代の転入超過が続いている。



地域別における東京圏への転入超過数

27（資料出所）内閣府 地域の経済2023より抜粋

東京への転入超過は若年層の傾向をみると、特に北・東日本（東北、北関東、甲信越）からの転出による若い女性の東京圏への転入が進

み、性別による人口の不均衡が発生している。



地域別における６５歳以上人口比率について

28

65歳以上人口比率を見ると、地方圏については全人口に占める割合は約６割であり、大都市圏と比較（全体の44％）しても高い。

（資料出所）総務省「人口推計(2023年10月１日現在)」より政策統括官付政策統括室にて作成
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若い女性が東京圏を選ぶ理由

29

若い女性が東京圏への移住を行う背景となった地元事情としては、やりたい仕事、やりがいのある仕事が地方では見つからないことを理

由とした理由が多く、「仕事」や「進学先」関係の割合が全体的に高い。

（資料出所）公益財団法人東北活性化研究センター「人口の社会減と女性の定着に関する意識調査」より抜粋



地方から東京圏へ移動した人へのアンケート結果

30

地方から東京圏に移動した人に対する性別役割の経験に関するアンケート調査では、男性と比べて女性は、地方では「地元の集まりでお

茶入れや準備などは女性がしていた」、「地元は住民間のつながりが強かった」「地元では世間体を大事にする人が多かった」と感じてい

た割合が特に高く、「地元で就職した女性は結婚・出産で仕事を辞めることが多かった」の項目でも女性の回答割合が高かった。

（資料出所）内閣府 地域の経済2023より抜粋



生活維持サービスの充足率

31

令和6年10月23日 労働政策基本部会 リクルートワークス研究所

主任研究員 古屋星斗様 提出資料p.10



これからの企業における課題について

32

令和6年4月5日 労働政策基本部会 石原委員提出資料p.4



地域密着型企業における生産性向上の重要性 令和6年4月5日 労働政策基本部会 冨山委員提出資料p.14

33

東京都市圏のＧ（グローバル競争）型産業が、典型的なホワイトカラー産業であるのに対し、Ｌ（地域密着）型産業はローカルなエッセ

ンシャルワーカー産業であるが、既にGDPでは３割（G型）対７割（Ｌ型）となっている。



日本のジェンダーギャップ（経済分野）の構造的背景

34

令和6年10月23日 労働政策基本部会 株式会社Will Lab

代表取締役 小安美和様 提出資料p.４



地方・中小企業に対する「決めつけ」からの脱却

35

令和６年10月23日労働政策基本部会 Will Lab

代表取締役 小安美和様提出資料p.６



企業と従業員とのギャップ

36

令和6年6月10日 労働政策基本部会 富山県様提出資料p.16



37

参考資料

人手不足要因②

企業が求める技能とのミスマッチによる人手不足



職種別の有効求人倍率

38

職種別の有効求人倍率でみると、専門的・技術的職業従事者、輸送・機械運転者、生産工程従事者等は１倍を大きくは上回っている。

（倍）

（資料出所）厚生労働省 一般職業紹介状況（令和５年度平均）をもとに厚生労働省政策統括付政策統括室にて作成
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自己啓発の状況を年齢別にみても20歳から29歳までの層が41.6％となっている一方で40歳から49歳の中高年層では35.6％となっている。
また、雇用形態別にみると、正社員が44.1%となっている一方、非正規雇用も含む正社員以外であると、16.7％となっており、差が生じて
いる。

企業の能力開発と労働者の自己啓発活動について

39
（資料出所）厚生労働省 令和５年度能力開発基本調査より抜粋



正社員等に対してO F F - J Tを実施した事業所割合の推移

40

正社員に対してＯＦＦ－ＪＴを実施した事業所割合は、前回（ 70.4%）と同水準の71.4%となり、３年移動平均の推移でみると、直近で
は上昇に転じている。正社員以外に対してＯＦＦ－ＪＴを実施した事業所割合は、前回（29.6%）と同水準の 28.3%であり、正社員に比べ
て低い割合になっている。

（資料出所）厚生労働省 令和５年度「能力開発基本調査」より抜粋



労働者が就業理由として重視すること

41

（資料出所）パーソル総合研究所「働く10,000人の就業・成長定点調査」(2023)より抜粋

就業の理由として「自分が成長できる機会の提供」を挙げている者が約４割もいる。また、企業側がリスキリングを行っている労働者を
十分評価できていないのではないかと回答している者が約３割いる。

（資料出所）独立行政法人 労働政策研究・研修機構 人材育成と能力開発の現状と課題に関する調査（労働者調査）(2021）より抜粋



企業が人材育成を十分に行えない要因

42

企業の能力開発や人材育成に関する問題点の内訳をみると「指導する人材が不足している」「人材を育成しても辞めてしまう」「人材育

成を行う時間がない」等の割合が高くなっている。

（資料出所）厚生労働省「令和５年度能力開発基本調査」により抜粋



3年後離職率（大卒）

43

令和３年３月に卒業した新規大学卒就職者の就職後3年以内における離職率が直近15年間で、34.9%と最も多くなっている。

（資料出所）厚生労働省 新規学卒就職者の離職状況(令和３年３月卒業者)より抜粋



入社３年後の定着割合について

44

令和６年６月10日 労働政策基本部会 法政大学佐藤教授提出資料p.9



能力開発の方針について

45

令和６年6月10日 労働政策基本部会 法政大学佐藤教授 提出資料p.7



自己啓発の実施状況について（企業規模別・従業員数別）

46

企業規模別にみると、企業規模1,000人超の企業でのリスキリング実施割合は74.0％に達した一方、企業規模100人以下の企業での実施割
合は45.5％にとどまっている。

（資料出所）令和５年度能力開発基本調査より抜粋

（資料出所）帝国データバンク「リスキリングに関する企業の意識調査（2022年)」より抜粋



リスキリングの必要性について

47

令和６年４月５日 労働政策基本部会 冨山委員提出資料p.13



労働政策に求められること

48

令和６年４月５日 労働政策基本部会 石原委員提出資料p.6



中高年へのリスキリング事例について

49

令和６年９月５日 労働政策基本部会 株式会社ハマヤ様提出資料p.９



50

参考資料

人手不足要因③

職場環境のミスマッチによる人手不足



労働時間について➀

産業別でみると、年間総労働時間は、「運輸業、郵便業」が最も長く、次いで「建設業」、「鉱業、採石業、砂利採取業」で長くなって
いる。また、所定外労働時間も「運輸業、郵便業」が最も長くなっている。

また、月末１週間に60時間以上働く者の割合についても「運輸業、郵便業」で最も長くなっている。

51

（資料出所）厚生労働省「毎月勤労統計調査」をもとに厚生労働省労働基準局労働条件政策課にて作成（資料出所）総務省「労働力調査をもとに厚生労働省労働基準局労働条件政策課にて作成



労働時間について②

52

週60時間以上就労雇用者の割合は近年低下傾向にあり、2021年以降横ばい傾向で推移している。また、中小企業ほど労働時間が長い。

（資料出所）厚生労働省「毎月勤労統計調査」をもとに厚生労働省労働基準局労働条件政策課にて作成



年次有給休暇の取得率等の推移

53

令和４年の年次有給休暇の取得率は62.1％と、令和３年度より3.8ポイント上昇し、昭和59年以降過去最高となったものの、依然として、
政府目標である70％とは乖離がある。

（資料出所）厚生労働省労働基準関係法制研究会第1回資料（資料3-2）より抜粋



第一子出産前後の妻の継続就業率・育児休業利用状況

約７割の女性が第１子出産後も就業継続している。雇用形態別にみると、正規職員は育児休業による継続就業が進んでいる。パート・派

遣は低水準にあるものの、近年上昇傾向にある。

54（資料出所）国立社会保障・人口問題研究所 「第16回出生動向基本調査（夫婦調査）」（2021年）より抜粋



就業しながら介護をしている者の数及び介護休暇制度等の利用状況

55

就業状態別で見たときに、介護をしている者の数は2022年に364万人となっているが、2021年度中に介護休業を取得した者がいた事業所
の割合は1.4％、介護休暇を取得した者がいた事業所の割合は 2.7％となっている。

（資料出所）総務省 令和４年就業構造基本調査より抜粋 （資料出所）令和４年度雇用均等基本調査より抜粋



女性の就業状況について

56

令和６年９月５日 労働政策基本部会 石﨑委員提出資料p.2



都道府県別の男女賃金格差及び地域別における女性の正規雇用比率

57

（資料出所）内閣府「地域の経済2023」より抜粋

平均継続勤続年数の男女差、管理職に占める女性割合など、女性の就業状況については、都道府県ごとに状況が異なる。

女性の職業生活における活躍推進のためには、各産業だけでなく、各地域の実情に応じ、対策を講じていくことが必要。

（資料出所）厚生労働省「賃金構造基本統計調査」により政策統括官付政策統括室にて作成
（注１）図１の男女間賃金格差とは、一般労働者について、男性の所定内給与額を100としたときの女性の所定内給与額の値をいう。
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企業規模別テレワーカーの割合

勤務先企業規模別のテレワーカーの割合は、企業規模が大きくなるほど高い。

どの企業規模も令和４年度からテレワーカーの割合は減少し、1,000人以上の企業で最も大きく約2.2ポイント減少している。

58（資料出所）国土交通省 令和５年度テレワーク人口実態調査より抜粋



副業・兼業について

59

現在就いている仕事を続けながら、他の仕事をしたいと思っている者は、正社員で約300万人、非正規社員で約200万人いる。

（資料出所）令和６年版労働経済の分析より抜粋



DX化推進によるエンゲージメントの向上

60

令和６年７月１日 労働政策基本部会 朝日通商様提出資料p.21



過剰サービス・長時間労働削減への取り組み事例

61

令和６年７月１日 労働政策基本部会 UAゼンセン様提出資料p.13.14



カスタマーハラスメント対策

62

令和６年７月１日 労働政策基本部会 UAゼンセン様提出資料p.18



「テレワーク」について

63

令和６年９月５日 労働政策基本部会 石﨑委員提出資料p.18



副業・兼業に対するニーズについて

64

令和６年６月10日 労働政策基本部会 みらいワークス様提出資料p.15.16



自治体と連携した副業・兼業人材の活用事例について

65

令和６年７月１日 労働政策基本部会 みらいワークス

様提出資料p.６



地方自治体における副業・兼業人材の活用にかかる取組

66

令和６年10月23日 労働政策基本部会 富山県様提出資料p.11



副業・兼業人材の採用に適する職務内容について

67

令和６年７月１日 労働政策基本部会 みらいワークス様提出資料p.22
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参考資料

人手不足要因④

情報のミスマッチによる人手不足



働きやすさ、離職率及び定着率の改善に資する雇用管理

69

・安心して快適に働ける「働きやすい」職場環境は、「働きがい」の前提であり基盤。よって、働き方改革による「働きやすさ」の向上は、
離職率や定着率を改善させる可能性がある。

・介護分野では、入職率が高い介護事業所や離職率が低い介護事業所ほど、人手不足感が比較的弱い傾向。
・小売・サービス分野においては、人手不足事務所の方が入職率・離職率ともに高い傾向。特に、離職率において差が顕著。

（資料出所）令和６年版労働経済の分析より抜粋



中高生と地域企業との交流の重要性

70

学生に向けて地域企業の情報を発信することで、「地域には仕事が無い」といった思い込みを解消する積極的な取組を行っている。

令和６年6月10日 労働政策基本部会 富山県様提出資料p.21


